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中央区保健医療福祉計画2020　進捗状況評価シート【令和３年度】

進捗状況の目安　A：順調に進行している　B：概ね順調に進行している　C：あまり順調でない　D：順調でない

基本施策１　地域包括ケアの仕組みづくり

施策の方向性(1)包括的相談支援体制の構築

①身近な地域で相談を包括的に受け止め
る場の整備
②相談支援包括化のための多機関連携強
化
③包括的・継続的マネジメント支援の推
進
④ソーシャルワーク機能の向上
⑤アウトリーチ（地域に出向く支援活
動）による支援の充実

○包括的な支援体制を構築するため、相談支
援・参加支援・地域づくりに向けた支援から
なる重層的支援体制整備事業の令和６年度実
施に向け、移行準備事業を実施した。

○福祉保健部各課に相談支援包括化推進員を
配置した(13名)。相談支援包括化推進連絡会
議を開催し、複雑化・複合化した困難ケース
の検討や、包括的支援体制の構築に向けた協
議を行った(年4回実施)。

○おとしより相談センターは、資質向上型地
域ケア会議を日常生活圏域ごとに２回ずつ開
催し、事業者等のマネジメント力の向上を図
るとともに、オンライン等を活用したケアマ
ネジャー研修会を開催し、スキル向上とネッ
トワーク構築を促した。

○各相談支援機関や区の関係部署で行ってい
る業務について相互理解を図るための相互研
修として、コロナ禍で増加している生活困窮
者の現状とその支援について学んだほか、
「断らない相談支援」のためのプロセスや手
法について、事例を通して具体的・実践的な
内容を学ぶ専門研修を実施し、職員のソー
シャルワーク機能の向上に努めた。

○地域福祉コーディネーター・生活支援コー
ディネーターが連携し、当事者、関係機関、
地域から寄せられた相談に対し、アウトリー
チ（訪問）による支援を行った。また、６月
から日本橋地域に多世代交流スペース「はま
るーむ」を開設し、アウトリーチの拠点とす
ることで、支援の充実を図った。

B

(B)

○令和６年度の重層的支援体制整備事業の実
施に向け、庁内連携体制の構築、既存事業の
整理や新規事業の実施について検討する必要
がある。

○身近な地域で相談を包括的に受け止める場
の整備について、施設改修等の機会を捉え、
既存の機能・組織の再編による拠点づくりを
進めていく必要がある。

○複雑化・複合化した課題を世帯全体の課題
として受け止め、適切な支援につなぐため、
庁内のより一層の連携強化が必要である。

○地域ケア会議について、自立支援、介護予
防または重度化防止の観点から、多職種の専
門職によるアドバイスをケアプランに取り入
れる必要がある。

○8050問題やひきこもりなど、複雑化・複
合化した課題や制度の狭間、社会的孤立など
潜在的なニーズに対応するため、地域住民が
地域福祉コーディネーター・生活支援コー
ディネーターとの日頃の関わりの中で気軽に
相談できるような体制を構築していく必要が
ある。

○包括的支援体制の構築に向け、令和６年度
から重層的支援体制整備事業を実施すること
とし、実施に向けた庁内調整を進めていく。

○京橋図書館跡地を活用した包括的な相談窓
口の整備について、庁内及び関係機関との調
整を図りながら、具体的な協議を進めてい
く。

○複雑化・複合化した課題の解決に向けた庁
内連携体制を推進するため、相談支援包括化
推進員が中心となって体制整備を進めてい
く。

○自立支援、介護予防が重要となる要支援か
ら要介護に区分変更したケアプランについ
て、リハビリ・栄養・口腔衛生や介護等多職
種の専門職の参加による地域ケア会議を行
う。

○住民主体の地域活動に参加（アウトリー
チ）し、地域活動の把握に努めるとともに、
参加者とのコミュニケーションを通して、気
軽に相談が寄せられる関係性の構築を目指
す。

※進捗状況のカッコ内は前年度の評価

資料２

1



取組・事業 主な取組内容・実績 進捗状況 課　題 今後の取組・改善事項 保健医療福祉計画推進委員会の意見

取組・事業 取組内容・実績 進捗状況 課　題 今後の取組・改善事項 保健医療福祉計画推進委員会の意見

施策の方向性(2)健康づくりの推進

①生涯を通じた健康づくりの推進
②介護予防・日常生活支援総合事業の充
実
③ライフステージに応じた食育の推進
④歯と口の健康づくりの推進
⑤こころの健康づくりの推進

○生活習慣病予防教室・講演会の開催や中央
区ウォーキングマップの配布による健康づく
りへの支援を行った。

○昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染
拡大による高齢者通いの場の中止により、粋
トレの普及は思うようにできなかったが、自
宅で粋トレに取り組んでもらう「自宅で粋ト
レ！」事業を実施し、93人が参加した。

○新たに訪問看護ステーション内に高齢者通
いの場が立ち上がった。

○保育園での「クッキング保育」や小中学校
での「ベジチャレンジ」など幼児期からの食
育の推進を図ったほか、ホームページ”食育
ガイド”では、レシピの追加や、離乳食の作
り方の動画掲載により、内容の充実を図っ
た。

○中央区自殺対策協議会(出席者数22人)のオ
ンライン開催や、ゲートキーパー養成講座(参
加者数26人)の実施により、自殺予防対策の
取組を推進した。

B

(B)

○新型コロナウイルス感染症の影響により、
各種啓発事業の中止・縮小開催が続いたこと
から、健康づくりへの普及啓発の機会が減少
している。

○粋トレの認知度が低いことや、新型コロナ
ウイルス感染症の影響による高齢者通いの場
の活動の制限により、粋トレの普及及び実施
機会が減少する恐れがある。

○高齢者通いの場について、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止のための広い活動場所
や、継続して活動できる場所の確保が難し
い。

○好評であった”食育ガイド”への動画掲載
など、引き続き、デジタルツールを活用した
食育の推進が求められている。

○本区の自殺率は、前年に比べて高くなって
おり、特に若者・女性の自殺率が高い。コロ
ナ禍での女性の失業問題や孤立しやすい環境
が一因と考えられている。今後も、新型コロ
ナウイルス感染症の長期化により自殺者が増
加する懸念がある。

○新型コロナウイルス感染症の動向を注視し
ながら、引き続き、健康づくりへの普及啓発
を図る。

○各イベント参加者にノベルティを配布し、
粋トレの周知やイベント参加者のモチベー
ションの向上に役立てるほか、ノベルティを
敬老館等で利用してもらうことでさらなる事
業の周知を図っていく。

○高齢者通いの場の活動場所の確保が難しい
団体からの相談を受けるとともに、区のおし
らせで活動場所の提供を呼びかける等、活動
を推進する取組を検討していく。

○新しい日常に対応した食育情報の発信を目
指し、野菜料理の作り方を動画で作成するな
ど、さらなるデジタルツールを活用してい
く。

○区民等と直接関わる機会の多い職員は、自
殺のリスクを抱えた区民を早期に発見し、専
門の相談員へとつなぐ役割を担う必要がある
ことから、特に若者・女性に対して注意深い
見守りを行っていく。あわせて、関係機関と
連携を図りながら、計画的にゲートキーパー
を養成していく。

施策の方向性(3)在宅療養支援の推進

①在宅医療・介護連携の推進
②在宅療養生活を支えるサービスの充実
③認知症施策の推進
④医療的ケア児者の支援
⑤難病・がん患者の支援
⑥在宅療養の普及・啓発

○在宅医療を受け持つ医師、訪問看護師等
と、ケアマネジャーや介護サービス従事者と
の交流の場として、区全域及び日常生活圏域
ごとに在宅療養支援研修(年6回)を開催した。

○より多くの方が参加できるよう、介護者教
室・交流会のオンライン配信を実施した(年5
回)。

○認知症が疑われるが受診に結びつかない高
齢者をおとしより相談センターの訪問活動等
を通して把握し、認知症地域支援推進員を中
心に認知症初期集中支援チームの訪問につな
げた。

○医療的ケア児が身近な地域で必要な支援を
受けられるよう、医療的ケア児支援連携部会
を開催し、情報共有や意見交換を行った。

○外見の変化を伴うがん治療の方の就労など
の社会参加を応援するため、ウィッグや胸部
補整具の購入費用の一部を助成した。

○区民が在宅療養や在宅での看取りに関する
イメージを持てるよう開催した講演会につい
て、申込みの利便性を図るため、メールによ
る受付を開始した。

B

(B)

○在宅療養支援研修について、さらに話がし
やすい工夫を図ることにより、医療と介護の
連携をスムーズにしていく必要がある。

○認知症サポーター養成講座への需要の高ま
りに応えるため、区民のキャラバン・メイト
による講座の拡大が必要である。

○放課後等デイサービスについては、新型コ
ロナウイルス感染症を踏まえたサービス提供
や、利用者の増加に伴う利用調整が課題と
なっている。また、在宅レスパイト事業は、
希望日時に予約が取りにくい状況が生じてい
る。

○新型コロナウイルス感染症の影響により、
難病講習会が中止となり、療養支援活動を進
めることができなかった。また、ウィッグ・
胸部補整具の購入費助成事業は令和２年度か
ら開始された事業であり、さらなる周知を図
る必要がある。

○日常生活圏域ごとに交流会を開催し、より
身近な地域で、少人数での事例検討を行うこ
とで、在宅療養を支える医療と介護の連携を
進めていく。

○区民で、認知症サポーター養成講座の講師
としての資格を持つキャラバン・メイトによ
る講座の拡大を図るとともに、キャラバン・
メイト同士の交流会を行っていく。

○放課後等デイサービスは、コロナ禍を見据
え、在宅支援等も取り入れた利用を継続する
とともに、利用調整については希望を伺いな
がら偏らない方法を検討していく。在宅レス
パイトは、都立特別支援学校での利用を検討
していく。

○難病患者に対する正しい理解を普及・啓発
し、継続的な支援を実施していくとともに、
区のおしらせやホームぺージ等でがん患者の
ウィッグ・胸部補整具購入費助成事業の紹介
を行い、事業の周知を図っていく。
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①生活支援コーディネーター による生活
支援体制の整備
②地域福祉コーディネーター（CSW）に
よる地域活動の支援
③多様な主体による生活支援サービスの
充実
④地域公益活動に取り組む社会福祉法人
との連携強化
⑤地域ケア会議の活用

○生活支援コーディネーターが地域支えあい
づくり協議体(第一層協議体)を開催し、高齢
者のICT活用に向けた取組等について協議を
行った。また、各地域で開催している支えあ
いのまちづくり協議体(第二層協議体)では、
高齢者の孤立予防やつながりをつくる仕組み
づくりについて協議し、それぞれの地域で高
齢者の交流のきっかけとなるような取組を
行った。

○地域福祉コーディネーターの支援により、
勝どきデイルーム（月島地域）を拠点とした
地域活動が新たに４団体立ち上がり、継続的
に活動を行っている。また、地域活動団体の
ネットワーク化に向けた取組として、勝どき
デイルーム活動団体の交流会を試行的に実施
し、活動団体同士の相互交流を図った。

○勝どきデイルーム（月島地域）のほか、6
月から多世代交流スペースはまるーむ（日本
橋地域）を地域活動の拠点として活用した。

○ファミリーサポート事業では、会員を増や
すため、オンラインを活用し、リモートによ
る登録時説明会・講習会を実施した。

○暮らしの困りごとサポートについては、自
宅で簡易な作業に対する補助を必要とするひ
とり暮らし及び高齢者のみの世帯が増加して
いるため、サービス依頼件数が増加してい
る。

○コロナ禍でもできる地域公益活動につい
て、中央区社会福祉法人連絡会を通じて検討
した結果、直接的な交流ができない状況にお
いても、子ども・高齢者・障害者が手紙を通
じて交流を図り、つながりをつくる「おたよ
りでつなぐまごころプロジェクト」を実施し
た。

○各協議体では活発な意見交換が行われ、取
組も具現化しつつあるが、第一層と第二層協
議体の連携や、第二層協議体間の連携が必ず
しも十分ではなかった。

○勝どきデイルームで新たに４団体が継続的
な活動を行う一方で、地域活動に関する相談
はあったものの立ち上げに至らなかったり、
立ち上げ後の継続的な活動につながらなかっ
た団体もあった。また、多世代交流スペース
「はまるーむ」では活動する団体が少ないこ
とから、新規活動団体を発掘していく必要が
ある。

○新型コロナウイルス感染症の影響により、
人との接触を避ける傾向が強まり、ファミ
リーサポート事業の活動も鈍化がみられ、提
供会員数が減少した。

○暮らしの困りごとサポートの利用者が固定
化してきているため、新規利用者獲得のため
の取組が必要である。

○社会法人連絡会で検討・実施したプロジェ
クトをより多くの地域住民や関係機関等に
知ってもらえるよう、情報発信を行う必要が
ある。また、法人連絡会において、各社会福
祉法人の取組について紹介し、今後の連携の
仕方について検討していく必要がある。

○各協議体間の連携を深める仕組みづくりを
検討し、具体化に向けた取組を行う。

○地域活動に興味がある方へ効果的に働きか
けを行うよう周知方法を工夫して「はまるー
む」等地域活動拠点の認知度向上を図るとと
もに、勝どきデイルームで実施した活動団体
同士の交流会を継続的に実施するなど地域活
動団体のネットワーク化の推進に努める。

○ファミリーサポート提供会員登録時講習会
の周知を再検討するとともに、コロナ禍にお
いても不安なく参加できる開催方法を検討
し、提供会員の増加に努める。

○暮らしの困りごとサポートをさらに多くの
方に利用してもらえるよう、高齢者クラブや
高齢者通いの場等、様々な機会を捉えて周知
を行っていく。

○プロジェクトの報告用広報紙を作成するな
ど、地域に広く情報を発信していく。また各
法人に対し丁寧にヒアリングを行い、法人が
把握している地域課題を共有するとともに、
各法人の取組についても共有することで、地
域ニーズに応える活動の展開について検討し
ていく。

A

(B)

施策の方向性(4)生活支援サービスの充実

施策の方向性(5)多様な住まい方の支援

①高齢者や子育て等に適した住宅供給の
促進
②区民住宅の管理の適正化
③配慮が必要な人に対応した安全・安心
な住まいへの支援
④住み替え支援
⑤生活困窮者の住まいの確保支援
⑥グループホーム等の整備

○ひとり暮らしの重度身体障害者、65歳以上
のひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯・日
中独居高齢者等に対し、緊急通報システム機
器を設置した。

○高齢者や障害者が安心して暮らし続けるこ
とができるよう、住宅の改修や機器の設置支
援等を行った。

○住居確保給付金は、新型コロナウイルス感
染症の影響の長期化により、問合せや支給者
数は多い状況にあり、自立相談支援機関の人
員体制の強化により対応した。

○月島三丁目北地区再開発にあわせて整備す
る障害者向け複合施設について、再開発の事
業スケジュールを踏まえつつ、関係部署等と
連携・協議し、盛り込むべき機能やレイアウ
トを整理した上で、設計をまとめた。

B

(B)

○サービス付き高齢者向け住宅等の供給につ
いては、相談はあるものの、コロナ禍におけ
る先行き不透明な情勢や、土地・建物の確保
が困難である本区の特性などにより、具体的
な計画には至らなかった。

○住宅改修費の支給・住宅設備改善給付とも
に件数が増加しており、今後も要介護・要支
援認定を受けた高齢者等の一人一人にあわせ
た質の高い住宅設備改善となるような仕組み
の構築が必要である。

○障害者向け複合施設の運営方法、提供する
サービス、事業者募集要項等について整理を
していく必要がある。

○区のおしらせやホームページ等を活用し、
サービス付き高齢者向け住宅等を供給する民
間事業者の募集を行うとともに、再開発の機
会を捉え供給誘導を進めていく。

○住宅設備改善給付の申請前に高齢者住宅設
備改善アドバイザーを派遣し、家屋の条件や
身体状況に合わせた改修となるよう助言や提
案を行うなど、効果的な住宅設備改善に資す
る給付を行っていく。

○再開発の事業スケジュールを踏まえ、引き
続き関係部署等との連携・協議を行い、運営
方法等を整理し、運営事業者の選定に向けた
準備を進めていく。

3



取組・事業 主な取組内容・実績 進捗状況 課　題 今後の取組・改善事項 保健医療福祉計画推進委員会の意見

取組・事業 主な取組内容・実績 進捗状況 課　題 今後の取組・改善事項 保健医療福祉計画推進委員会の意見

進捗状況の目安　A：順調に進行している　B：概ね順調に進行している　C：あまり順調でない　D：順調でない
※進捗状況のカッコ内は前年度の評価

施策の方向性(2)地域の担い手や活動団体の育成・支援

①地域の担い手の養成
②さまざまな主体との協働の推進
③ボランティア活動の支援
④企業・ＮＰＯ等の社会貢献・地域貢献
活動の支援
⑤地域福祉コーディネーター（ＣＳ
Ｗ）・生活支援コーディネーターによる
地域活動の支援（再掲）

○地域における顔の見えるつながりや生きが
いとしての地域活動を学ぶ担い手養成塾の講
座を開催し、塾修了生の総数は118人となっ
た。

○地域活動のための「場」や人間関係のつな
がりを生み出す場づくり入門講座や、ボラン
ティア活動の普及と参加の促進を図るボラン
ティア講座を実施した。

○社会貢献活動団体と区が力を合わせて公共
的な課題解決に取組み、よりきめ細かな行政
サービスを提供するため、令和2年度採択事
業「一緒に体を動かそう～障害児・障害者を
対象としたスポーツ・レクリエーション教室
事業～」を実施した。

○ボランティア・区民活動センターにおい
て、ボランティア活動の相談や紹介を行った
ほか、夏休み・ボランティア体験「イナっこ
教室」、福祉体験講座を実施した。

B

(B)

○担い手養成塾の修了生が着実に増えている
中、地域活動を実施する上で修了生同士が協
力できる環境を支援するためのフォローアッ
プを実施する必要がある。

○さわやか体操リーダー・元気応援サポー
ターの対象年齢を引き下げたが、育成講座の
申込者集が少ない。また、リーダーの高齢化
等による登録者数の減少により健康づくりの
場への派遣依頼に対応することが難しくなっ
ている。

○協働事業提案を行う団体を増やしていく必
要がある。

○新型コロナウイルス感染症の影響により、
福祉施設等でのボランティアの受け入れが困
難な状況となっている。

○修了生同士の交流の場の提供や協働ステー
ション中央の相談事業によるフォローアップ
の実施により、修了生とさまざまな団体との
連携を支援し、町会・自治会活動をはじめ地
域活動の広がりを促進していく。

○さわやか体操リーダー及び元気応援サポー
ターの育成講座の継続的な実施により、健康
づくりの担い手を増やし、安定した健康づく
りの場の提供を目指す。

○補助金の交付等による団体への幅広い活動
支援により、社会貢献活動団体の裾野を広げ
ることで、協働事業提案を行うことができる
団体を増やしていく。

○自宅で実施できるボランティア活動の提案
やリモートの活用等、コロナ禍においても可
能な方法での事業実施を一層進めていく。

基本施策２　気づきあい支えあいつながる地域づくり

施策の方向性(1)地域コミュニティの活性化

①さまざまな主体による活動の推進
②多世代交流の促進
③地域活動拠点の整備
④地域における防災・防犯活動の支援
⑤商店街・スポーツ振興を通じたコミュ
ニティ機能の強化

○コミュニティふれあい銭湯を毎月第2・4水
曜日に開設し、世代間交流とコミュニティ意
識の形成を図った。

○地域活動の総合的な拠点となるほっとプラ
ザはるみのリニューアルに向け、引き続き、
地域住民等と施設の運営について意見交換を
行った。

○新たに訪問看護ステーション内に高齢者通
いの場が立ち上がった。(基本施策1(2)②再
掲)

○勝どきデイルーム（月島地域）のほか、6
月から多世代交流スペースはまるーむ（日本
橋地域）を地域活動の拠点として活用した。
（基本施策1(4)②再掲)

○感染症対策を踏まえた避難所開設・運営訓
練を21カ所の防災拠点で実施した。

○町会・自治会と商店街が連携し、コロナ禍
でも実施可能な工夫をこらしてイベントを実
施した。また、地域スポーツクラブが協働事
業として提案した障害のある方向けの事業を
実施するとともに、新たな地域スポーツクラ
ブの設立に向け、設立準備会への出席や広報
活動への協力を行った。

B

(B)

○町会・自治会によって「中央区町会・自治
会ネット」の活用に差があり、新しい生活様
式に沿った地域活動のあり方や活動のデジタ
ル化等を検討していく必要がある。

○勝どきデイルーム、多世代交流スペースは
まるーむで開催している「おとなりカフェ・
ちょこっと相談会」は、コロナ禍でおいては
参加者同士の交流を図りにくい面がある。

○高齢者通いの場について、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止のための広い活動場所
や、継続して活動できる場所の確保が難し
い。(基本施策1(2)②再掲)

○令和3年度区政世論調査の防犯対策におい
て、区に力を入れてほしい施策として「地域
の防犯カメラや街路灯設置の推進」が4割台
半ばで最も多いことから、適切な支援が必要
である。

○新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、防災拠点訓練の参加者を制限して実施し
た。感染症収束後には、より多くの区民の参
加を促していくため、防災意識の高揚や訓練
内容の充実を図っていく必要がある。

○町会・自治会の地域活動におけるデジタル
技術活用のニーズを把握するとともに、町
会・自治会がSNS等により独自に発信してい
る情報と区ホームページ等との連携を一層強
化していく。

○コロナ禍においても、引き続き感染症対策
に配慮しながら、おとなりカフェを開催し、
参加者同士の交流を促進していく。

○高齢者通いの場の活動場所の確保が難しい
団体からの相談を受けるとともに、区のおし
らせで活動場所の提供を呼びかける等、活動
を推進する取組を検討していく。
(基本施策1(2)②再掲)

○町会・自治会等の防犯カメラの新規設置や
機器の更新等を継続的に支援し、引き続き、
地域力をいかした犯罪に強いまちづくりの推
進を図る。

○地域が主体的に防災拠点運営委員会の活動
を行えるよう、活動マニュアルの更新や資器
材の整備など、引き続き、支援を行っていく
とともに、より実践的かつ効果的な訓練内容
の充実を図っていく。
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取組・事業 取組内容・実績 進捗状況 課　題 今後の取組・改善事項 保健医療福祉計画推進委員会の意見

施策の方向性(4)心のバリアフリーの推進

取組・事業 主な取組内容・実績 進捗状況 課　題 今後の取組・改善事項 保健医療福祉計画推進委員会の意見

①福祉教育の推進
②障害者等の参加・交流機会の充実
③多様性を認め合うまちづくりの推進
④多文化共生の意識醸成
⑤男女共同参画の推進

○障害の特性や支援方法等を記載した冊子
「中央区障害者サポートマニュアル」を小学
4年生・中学1年生及び各所管に、「ヘルプ
マーク・ヘルプカード」を区施設の窓口に、
「障害者差別解消法リーフレット」を窓口、
健康福祉まつり、研修等で、それぞれ配布し
た。

○感染症対策指針に基づき、徹底した感染対
策のもと「健康福祉まつり2021」を開催し
た。また、障害者スポーツ体験会は第1回は
中止となったものの、第2回は開催すること
ができた。

○国際交流のつどいは中止となったが、国際
交流サロンは年７回実施することができた。

○男女共同参画講座等を開催(参加者数延べ
498人)したほか、男女共同参画ニュース
「Bouquet」を年2回発行した。

B

(B)

○介助等の体験を行う区立中学校職場体験学
習及び福祉センター利用者と区立保育園との
交流について、感染症対策の工夫により実施
できるかどうかを、検討する必要がある。

○障害者スポーツ体験会は、参加者数が増え
ず、特に若い世代の参加が少ないことから、
より多くの方に参加してもらえるような取組
が必要である。

○子どもの頃からの障害と障害者に対する理
解を深めることは重要であり、今後とも職場
体験学習への生徒の受け入れや保育園との交
流活動に取り組むことができるよう、手紙や
文書の交換、映像を活用した啓発等、感染症
対策に配慮した実施方法について、関係部署
と検討を重ねていく。

○実施種目のマンネリ化の解消のため、新規
種目の導入に向け、東京都障害者スポーツ協
会の用具貸与事業を活用するなど関係機関と
の連携を強化する。また、事業の周知方法の
見直しを図っていく。

施策の方向性(3)重層的見守りネットワークの充実

①民生・児童委員の活動支援
②青少年の健全育成支援、家庭教育支援
③町会・自治会・マンション管理組合等
による見守り体制の推進
④ささえあいサポーター、認知症サポー
ター等の拡大
⑤民間事業者等による見守り体制の推進
⑥地域の支援者のネットワーク化

○民生・児童委員協議会や相談支援機関との
連絡会を開催し、民生・児童委員と行政や関
係機関との情報交換の場を確保し連携強化を
図るとともに、研修会や施設見学会の実施に
より民生・児童委員の資質向上を図るなど、
民生・児童委員が円滑に活動できる環境整備
を図った。

○見守りを希望する高齢者に対し、あんしん
協力員による戸別訪問や街中での声掛け等と
いった地域見守り活動を行う団体に、活動費
の支援を行った。

○認知症の正しい知識と理解を持ち、自分の
できる範囲で認知症の人を応援する「認知症
サポーター」や、身近な地域で不安や悩みを
抱えた人たちにいち早く気づき、声掛けや地
域福祉コーディネーター等必要な支援へとつ
なぐ「ささえあいサポーター」の養成講座を
開催した。

○通常業務を行う中で高齢者の見守り活動を
実施する事業者と協定を締結し、地域のおと
しより相談センターと連携の上、見守り活動
を実施した。

B

(B)

○人口の増加に伴う高齢者、障害者の増加や
子育て世帯の増加、核家族化などにより、地
域住民からの相談は複雑化していることに加
え、生活困窮者への支援や地域での見守り活
動など、住民に身近な立場で相談に応じ、必
要な支援へつなぐ民生・児童委員の役割はさ
らに重要なものとなっている。推薦母体であ
る町会・自治会の高齢化等により、改選期に
後任の選出が困難になるなど担い手不足が課
題である。

○町会・自治会・マンション管理組合を単位
として組織された団体による見守りは、協力
員の高齢化等に対応するため、新たな担い手
の確保及び見守りの方法の工夫が必要となっ
ている。

○○認知症サポーター養成講座への需要の高
まりに応えるため、区民のキャラバン・メイ
トによる講座の拡大が必要である。(基本施
策1(3)③再掲)

○ささえあいサポーター養成講座の参加者
は、60代・70代が多く、年齢層に偏りが
あった。また、講座終了後の活動へのフォ
ローアップが不十分である。

○子育て交流サロン「あかちゃん天国」にお
いて、民生・児童委員の協力を得て、妊娠中
の方や乳幼児の保護者の方が気軽に地域に相
談できる関係づくりを行っているが、令和３
年度は新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、施設によっては民生・児童委員による相
談活動を制限する必要があった。

○できるだけ欠員が生じないよう、候補者の
選出について引き続き町会・自治会に働きか
け、担い手の確保に努めるとともに、相談支
援機関との連絡会や研修会等の実施、班体制
の構築など、民生・児童委員が安心して活動
できるよう支援を行っていく。

○おとしより相談センターと連携し、地域ケ
ア会議や講座等において事業の周知に努める
ほか、地域見守り活動団体交流会の開催を通
じた他団体の好事例の共有等により、あんし
ん協力員の確保に向けた支援を行っていく。

○区民で、認知症サポーター養成講座の講師
としての資格を持つキャラバン・メイトによ
る講座の拡大を図るとともに、キャラバン・
メイト同士の交流会を行っていく。(基本施
策1(3)③再掲)

○ささえあいサポーター養成講座に多様な年
齢層が参加してもらえるよう、開催日時等の
検討を行うとともに、講座修了生を対象とし
たフォローアップ講座を開催するなど、講座
終了後も継続的な関係を築く仕組みを検討す
る。

○新型コロナウイルス感染症の動向を注視
し、引き続き民生・児童委員と連携しなが
ら、乳幼児の保護者等と地域とのつながりを
構築していく。
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取組・事業 主な取組内容・実績 進捗状況 課　題 今後の取組・改善事項 保健医療福祉計画推進委員会の意見

進捗状況の目安　A：順調に進行している　B：概ね順調に進行している　C：あまり順調でない　D：順調でない
※進捗状況のカッコ内は前年度の評価

基本施策３　地域生活を支える保健医療福祉の基盤づくり

施策の方向性(1)地域保健医療体制の整備

①かかりつけ医等の普及
②緊急医療体制の確保
③災害時の応急救護体制の整備
④福祉避難所の体制整備
⑤災害時要配慮者への支援

○「かかりつけ医MAP」「かかりつけ歯科医
マップ」を区内施設に配置するとともに、医
療相談窓口で、かかりつけ医等の紹介を行っ
た。

○令和3年4月1日～25日まで中央区休日応急
診療所に中央区PCR検査センターを設置した
ため、中央区休日応急診療所及び中央区休日
応急薬局を一時休止した。これに伴い、京橋
休日応急診療所の診療時間を拡大するととも
に、院内調剤を実施した。

○令和3年10月に、聖路加国際病院と合同で
緊急医療救護所の設置・運営訓練を実施し
た。訓練を通し、設置・運営に係る具体的な
流れを確認するとともに、課題を共有した。

○令和3年11月に聖路加国際病院、医師会、
薬剤師会、歯科医師会、柔道整復師会が参加
する医療救護訓練を実施した。

○令和3年4月に、わとなーる桜川、ケアサ
ポートセンターつきしま、ケアサポートセン
ター十思、桜川敬老館の4施設(3事業者)と福
祉避難所の開設に係る協定を締結した。

○福祉避難所運営マニュアルを改訂し、感染
症対策や福祉避難所への避難者の移送に係る
協定締結についての事項を追加した。

○各介護保険サービス事業所から管轄エリア
のおとしより相談センターへ災害時事業所状
況報告書を送る状況報告訓練を行った。

A

(A)

○災害時に医療救護活動拠点を中心とした関
係各所との連携がスムーズに進むよう、十分
な備えをしておく必要がある。

○災害時医療救護スタッフが支障なく活動で
きるような取組が必要である。

○福祉避難所の開設・運営にあたっては、関
わる全ての職員が避難所の機能や役割を理解
した上で、発災時の状況をいち早く把握し、
迅速かつ柔軟に対応することが求められる。
あわせて、新型コロナウイルスなどの感染症
を想定した対策が必要である。

○令和３年度の災害対策基本法の改正によ
り、避難行動要支援者についての個別避難計
画の作成が区市町村の努力義務とされたた
め、計画作成に向けた取組を行う必要があ
る。

○医療救護活動拠点を中心とした医療に関す
る情報収集・伝達や、災害薬事センターの機
能を活用した医薬品の配備、緊急医療救護所
との連携など、災害時の医療救護活動が円滑
に実施できるよう引き続き、応急救護連携会
議における検討を進めていく。

○災害時医療救護活動従事スタッフを対象と
した講習会や防災訓練などを実施する。

○福祉避難所に従事する職員を対象に、防災
に関する知識の習得や実践訓練に参加する機
会を増やし、福祉避難所を運営するスキルの
向上に向けて引き続き取り組んでいく。

○個別避難計画について、関係部署との協議
を重ね、計画作成の検討を行っていく。
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取組・事業 主な取組内容・実績 進捗状況 課　題 今後の取組・改善事項 保健医療福祉計画推進委員会の意見

取組・事業 主な取組内容・実績 進捗状況 課　題 今後の取組・改善事項 保健医療福祉計画推進委員会の意見

施策の方向性(2)健康危機管理対策の推進

①感染症対策の推進
②衛生的な環境の確保
③食生活の安全確保
④医事・薬事の安全確保

○令和3年5月から新型コロナウイルスワクチ
ン接種を開始し、集団接種と個別接種の両方
での接種体制を構築した。

○令和4年1月に、新型コロナウイルス感染症
自宅療養者の医療ニーズに対応するため「中
央区自宅療養サポートセンター」を設置し
た。また、感染の急拡大に対応するため、同
年3月に、一部の感染者に対してショート
メッセージを利用した疫学調査を導入した。

○東京2020大会開催時には、晴海に保健衛生
支援東京拠点を設置し、東京都や組織委員会
と連携しながら選手村に滞在するアスリート
等の感染症の対応を行った。

○環境衛生関係施設、食品関連施設、薬事関
係施設等への監視指導をそれぞれ実施した。

○ねずみの個別相談会や防除講習会を実施
し、防除への意識向上に寄与したほか、区内
の団体が自主的に行うねずみの駆除・防除に
要した経費を一部補助し(21団体)、地域にお
けるねずみ防除の促進を図った。

A

(B)

○引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大
防止に向けた取組を推進するとともに、今後
の感染症等の発生に備えた保健所の体制整備
について検討する必要がある。

○地域ねずみ防除促進事業については、令和
元年度から3年間限定で補助事業を実施して
いたが、新型コロナウイルス感染症の影響に
より、取組を検討しているものの実施に至ら
なかった町会等が複数あったことから、事業
を延長する必要がある。

○令和3年6月からHACCPが本施行された
が、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、講習会等の普及啓発事業がほとんど実施
できず、法改正の周知が不徹底であった。

○新型コロナウイルス感染症については、引
き続きPCR検査センターの運営を行うととも
に、感染症予防に関する情報の周知や、学
校・保育園との連携による感染症発生・拡大
の防止、新型コロナウイルスワクチン接種な
どの取組を進めていく。また、感染症等の発
生に備え、組織整備や専門的な人材の確保・
育成による体制の強化を図っていく。

○地域ねずみ防除促進事業については、補助
の実施期間を令和5年度まで2年間延長し、
引き続き、補助金の活用に向けた相談対応や
事業の周知を図っていく。

○新型コロナウイルス感染症の状況を注視し
ながら、HACCPの制度化について、法改正の
周知に努め、制度の普及を図っていく。

施策の方向性(3)福祉サービスの質の向上・人材確保

①社会福祉法人・サービス事業者の支
援・指導の強化
②第三者評価、指定管理者評価等による
サービスの質の向上
③福祉サービス苦情相談窓口の設置
④福祉専門職等人材の確保

○社会福祉法人1件、保育所53件、障害福祉
サービス事業所15件の指導検査を実施した。
介護サービス事業所については、書面による
検査を2件実施した。

○中央区福祉保健部指定管理者評価委員会を
開催し、12法人17施設の評価を行った。ま
た、福祉サービス第三者評価受審費用の助成
により、私立保育所25件、障害者支援施設5
件、高齢者福祉施設6件、介護サービス事業
所7件の受審があった。

○福祉に関する各種サービスへの苦情・相談
窓口の相談時間を「午後1～5時」から「午前
10時～正午、午後1時～3時」に変更し、利便
性の向上を図った。

○介護人材確保支援事業に16人、介護職合同
就職相談・面接会に25人が参加し、14人が区
内介護事業所に就職することができた。

B

(B)

○保育所は毎年新園が開園しており、指導検
査方法や時間の工夫が必要であり、指導検査
のスキルを上げていく必要がある。

○介護相談員の介護保険施設への派遣再開に
向け、施設へのヒアリングの実施や相談員の
連絡会の再開などを行っているが、外部から
施設にウイルス等を持ち込まないよう、慎重
に検討する必要がある。

○介護人材確保支援事業は、参加者のニーズ
に対して募集の枠が少ない。また、就職した
13名のうち、2名は3カ月以内に離職してい
る。

○勉強会等の開催により、指導検査職員のス
キル向上に努めていく。

○介護相談員の派遣再開に向け、わとなーる
桜川、グループホームロンジェへの見学会を
検討する。

○介護人材確保支援事業は、参加者の募集枠
を拡大し、区内事業者への就職希望者を増や
すことで介護職員不足の解消を図っていく。
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施策の方向性(4)生活困窮者等の自立支援

取組・事業 取組内容・実績 進捗状況 課　題 今後の取組・改善事項 保健医療福祉計画推進委員会の意見

取組・事業 主な取組内容・実績 進捗状況 課　題 今後の取組・改善事項 保健医療福祉計画推進委員会の意見

①暮らしと仕事の自立支援
②ひとり親家庭の自立支援
③子ども・若者の学習支援
④ひきこもり支援

○多様で複合的な課題を抱えた生活困窮者の
相談に対して、相談員がアセスメントを行い
支援プランを策定した。また、必要に応じて
プランの見直しを行うとともに、自立達成の
めどが立った場合などには支援プランの評価
を行い、適切なフォローを行った。

○母子・父子自立支援員兼家庭・婦人相談員
を1名増員し、相談に対応したほか、必要に
応じて関係部署と相互に連携しながらひとり
親家庭への支援を行った。

○子どもの学習・生活支援事業は、令和3年
度より生活困窮家庭に加え、ひとり親家庭を
対象とした学習支援事業と一体的な実施を行
い、小・中学生の定員拡大と、これまで状況
の把握が困難であった高校生世代の学習の場
を新設し、小学生から高校生まで一貫した切
れ目のない支援体制とした。

○生活困窮者自立支援法に基づく支援会議に
おいて、各課・機関で把握しているひきこも
りケースの状況・課題等について情報共有
し、ひきこもりの支援にあたっての方向性に
ついて意見交換を行った。また、地域の支援
者等を対象にアンケートを実施し、ひきこも
り支援対象者の実態やニーズの把握を行っ
た。

B

(B)

○ひとり親家庭相談では、相談員の増員によ
り急な相談にも対応することができている
が、専用の相談室がなく、場所の確保に時間
を要し、迅速に対応できない場合がある。ま
た、相談内容が複雑かつ複合的なケースで
は、関係部署との連携に時間を要することが
ある。

○令和3年度から子どもの学習・生活支援事
業の対象となった高校生世代について、学習
面だけでなく生活面の課題等に対しても、適
切な支援を提供するため、利用者のニーズを
把握し、必要に応じて内容等の見直しを図る
必要がある。

○ひきこもりに関するアンケート結果を踏ま
え、複合的な課題を抱える家庭やひきこもり
状態にある方への包括的な支援体制の構築、
関連施策の方向性を検討していく必要があ
る。

○区施設改修等の機会を捉え、専用相談室の
確保を図っていく。また、複雑かつ複合的な
課題を抱えた方の相談に対しても、適切に助
言・指導を行うため、関係部署との連携強化
を図るとともに研修等を通じたスキルアップ
を図っていく。

○高校生世代については、「進学コース」を
設け、児童の状況にあった適切な支援を実施
し、学習の場としての機能と居場所としての
機能の両立を図っていく。

○支援会議を定期的に開催し、地域の様々な
ネットワークを活用した実態把握、就労準備
支援事業の活用、地域社会資源の開拓、相談
員のアウトリーチによる介入や社会参加の促
進等、支援の手法について検討していく。

施策の方向性(5)権利擁護の推進

①人権尊重
②児童虐待防止
③高齢者・障害者の虐待防止
④成年後見制度の利用促進

○要保護児童対策地域協議会を開催し、関係
機関において要保護児童等についての情報共
有や児童虐待に関する理解を深めた。また、
中央区・台東区・東京都で共同モデル事業
（台東区の子ども家庭支援センター内に東京
都児童相談所のサテライトオフィスを設置）
を実施した。

○区民向け虐待防止パンフレットの作成及び
配布、介護事業者への虐待防止マニュアルの
周知により高齢者虐待に関する通報・窓口の
啓発を行うとともに、障害者サービス事業所
において集団指導や実地指導時に障害者虐待
防止の啓発や取組の確認を行った。

○中央区成年後見制度利用促進計画を策定し
たことに伴い、中央区社会福祉協議会を「中
核機関」と位置付け、制度のさらなる利用促
進を図った。

○中央区成年後見制度利用促進審議会を開催
し、利用促進に係る各取組状況の進捗状況の
点検・評価や、次期計画に盛り込むべき施策
の方針策定に向けた検討を行った。

A

(A)

○児童福祉法の改正に伴い、児童相談所に通
告のあったケースで区による身近な支援が適
切だと判断されたものは子ども家庭支援セン
ターに送致されるようになり、区が対応すべ
き案件が増えている。今後も担当件数の増加
が見込まれるため、関係機関との連携強化及
び児童相談体制の強化が求められている。

○障害者虐待防止のさらなる推進に向けた取
組が令和4年度に義務化されることから、障
害者福祉サービス事業所に対して、周知を
図っていく必要がある。

○高齢者等の人口増加に伴い、判断能力が不
十分な高齢者等も増加が見込まれることか
ら、成年後見制度の利用が必要な人が適切な
支援を受けられるよう、成年後見制度の利用
促進を図る必要がある。

○養成した社会貢献型後見人候補者につい
て、後見人等として受任可能な事例が限定さ
れていることから、受任件数が少なくなって
おり、受任促進に向けた検討を行う必要があ
る。

○要保護児童対策地域協議会の中で、保健
所・保健センター・警察署等関係機関との連
携をより一層強化するとともに、児童相談体
制の強化のため開設した中央区・台東区・東
京都の共同モデル事業を活用し、児童相談所
と子ども家庭支援センターとの連携強化と区
職員の人材育成に努めていく。

○義務化される取組について、障害者福祉
サービス事業所の実地指導で確認を行うとと
もに、取組を実施していない事業所に対して
は、適正な取組を指導する。

○地域の関係機関と連携し、効果的な周知方
法を検討するほか、制度のニーズを把握し、
迅速かつ適切な支援を行う。

○社会貢献型後見人の受任要件の見直しや専
門職後見人から社会貢献型後見人への切替え
等を行うリレー形式、後見人等を複数人選任
する複数選任について検討する。
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取組・事業 取組内容・実績 進捗状況 課　題 今後の取組・改善事項 保健医療福祉計画推進委員会の意見

施策の方向性(6)ユニバーサルデザインのまちづくり

①情報バリアフリーの強化
②人にやさしい空間づくり
③子どもを守る安全なまちづくり

○令和3年度よりテレビ電話通訳や音声機械
通訳ができるタブレット端末を区役所の一部
窓口に設置した。

○広報紙から抜粋した記事を声の広報・点字
広報として希望者に送付したほか、広報紙の
個別配送を希望する高齢者・障害者に無料で
配送した。

○小伝馬町・人形町・新川エリアのバリアフ
リーマップを作成し、区内全域のマップ作成
が完了した。また、マップ作成の中心的な役
割を担うボランティアの育成を行った。

○歩道平坦工事化工事を実施し交差点部にお
ける歩道の勾配を改善したほか、3カ所の公
衆便所の改築工事を実施し、バリアフリー化
を図った。

A

(A)

○タブレット端末の導入により、庁内に設置
している英語の通訳・翻訳窓口への依頼件数
は減少している。また、手話通訳者について
も、利用が少ない。

○バリアフリーマップ更新を担うボランティ
ア育成のための講習会の参加者数が減少して
いる。また、バリアフリーマップの更新情報
を収集するために構築したWeb投稿ページの
投稿数が伸び悩んでいる。

○区内の再開発等に伴う道路状況の変化によ
り、遊び場としての道路開放を廃止せざるを
得ない場合がある。また、区民の生活スタイ
ルや子どもの遊び方も変化しており、遊び場
に対するニーズを正確に把握する必要があ
る。

○英語の通訳・翻訳窓口については、設置日
の見直しなどについて検討する。また、手話
通訳者の設置については、区のおしらせや障
害者福祉団体等を通じ、周知を図っていく。

〇今後も住民参加によるバリアフリーマップ
の更新を行うため、Webによる講習会等の開
催など、より多くの新規ボランティアを育成
するとともに、ボランティアが講習会参加後
も主体的かつ継続的に活動できる環境を整備
していく。

○道路開放を廃止した場合に、地域や区民か
らのニーズにより新規での遊び場の確保を検
討する。その際は、警察署や青少年対策地区
委員会などの関係団体と綿密に協議し、進め
ていく。
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